
加算（1月）

第１段階 300円 880円 2,068円 126,513円

第２段階 600円 880円 2,368円 135,513円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,258円 162,213円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,558円 171,213円

第４段階 1,645円 2,066円 4,599円 202,443円

第１段階 300円 880円 2,150円 120,920円

第２段階 600円 880円 2,450円 129,920円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,340円 156,620円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,640円 165,620円

第４段階 1,645円 2,066円 4,681円 196,850円

第１段階 300円 880円 2,238円 81,102円

第２段階 600円 880円 2,538円 90,102円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,428円 116,802円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,728円 125,802円

第４段階 1,645円 2,066円 4,769円 157,032円

第１段階 300円 880円 2,322円 84,447円

第２段階 600円 880円 2,622円 93,447円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,512円 120,147円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,812円 129,147円

第４段階 1,645円 2,066円 4,853円 160,377円

第１段階 300円 880円 2,403円 87,691円

第２段階 600円 880円 2,703円 96,691円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,593円 123,391円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,893円 132,391円

第４段階 1,645円 2,066円 4,934円 163,621円

◇食費・居住費の負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分

第４段階 住民税　課税 一般世帯（住民税課税世帯）

第３段階
① 住民税　非課税

預貯金等が単身で550万円、
夫婦で1,550万円以下

第３段階
② 住民税　非課税

預貯金等が単身で500万円、
夫婦で1,500万円以下

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含
む）が住民税非課税で課税年金収入と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計が120万円超

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）
が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額と
非課税年金収入額の合計が80万円超120万以下

第１段階 住民税　非課税
預貯金等が単身で1,000万円、

夫婦で2,000万円以下

第２段階 住民税　非課税
預貯金等が単身で650万円、
夫婦で1,650万円以下

183円 1,223円

課税区分（世帯全員） 対象者

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含
む）が住民税非課税で課税年金収入と合計所得
金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下

生活保護を受けている方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
の方

171円 1,142円

要介護
５

955円 22円 35円 18円

要介護
３

815円 22円 35円 18円 158円 1,058円

要介護
４

886円 22円 35円 18円

10円

10円

10円

133円 888円

要介護
2

740円 22円 35円 18円

要介護
1

670円 22円 35円 18円

145円 970円

10円

10円

合計
（31日）
自費1回含む

限度額越え含む
（介護１、介護２）

サービス
提供体制
強化
加算Ⅰ

看護体制
加算Ⅲイ
Ⅳイ

夜勤職員
配置加算
（Ⅱ）

介護職
員等処
遇改善
加算
（Ⅰ）
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連続利用６1日目以降

介護度
利用者
負担段階

介護保険
1割負担

加算（1日）

１割負担
加算合計
①

食費
（1日）
②

居住費
（1日）
③

①+②+③
合計
（1日）

生産性
向上推
進体制
加算Ⅱ


